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覇
権
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義
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挑
戦

習
近
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政
権
の〈
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し
方
〉と〈
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〉

―
悠
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歴
史
を
背
景
に
考
え
る

北

村
　

稔

（
国
家
基
本
問
題
研
究
所
理
事
）

一　
習
近
平
政
権
の
系
譜

習
近
平
政
権
は
、
広
さ
が
日
本
の
三
十
倍
も
あ
る
中
国
大
陸
で
、

二
千
年
以
上
の
時
空
の
中
で
営
ま
れ
た
政
治
、
経
済
、
思
想
文
化
を

背
景
に
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
悠
久
の
歴
史
を
背
景
に
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
北
朝
鮮
の
金
王
朝
の
よ
う
な
「
ぽ
っ
と
出
の
」
政
権
で
は

な
い
。
は
じ
め
に
、
習
近
平
政
権
を
生
み
出
し
た
中
華
人
民
共
和
国

の
来
歴
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

中
華
人
民
共
和
国
は
、
十
九
世
紀
後
半
（
清
朝
末
期
）
を
起
点
に

目
ま
ぐ
る
し
い
速
度
で
展
開
さ
れ
た
種
々
の
近
代
化
政
策
の
延
長
上

に
出
現
し
た
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
伝
統
的
封
建
王
朝
の
復
活
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。
中
国
史
上
で
王
朝
交
代
を
促
し
た
二
大
要
因
、
す
な

わ
ち
農
民
反
乱
と
異
民
族
の
侵
入
が
相
乗
効
果
を
発
揮
し
、「
社
会

主
義
の
衣
を
着
た
封
建
王
朝
」
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
農
民
反
乱

は
毛
沢
東
た
ち
共
産
党
員
が
担
当
し
、
異
民
族
の
侵
入
は
日
本
軍
が

担
当
し
た１

。

こ
の
あ
と
中
華
人
民
共
和
国
で
は
、
一
九
四
九
年
の
建
国
直
後
か

ら
毛
沢
東
に
よ
る
急
進
的
「
社
会
主
義
建
設
」
が
推
進
さ
れ
た
。
階

級
闘
争
の
推
進
に
よ
り
社
会
を
平
等
化
し
て
生
産
関
係
を
変
化
さ

せ
、
こ
れ
に
よ
り
生
産
力
の
解
放
を
実
現
す
る
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス

主
義
の
原
理
を
逆
さ
に
し
た
社
会
主
義
化
政
策
で
あ
り２

、
中
国
社
会

を
大
混
乱
に
陥
れ
た
だ
け
で
、
毛
沢
東
の
死
（
一
九
七
六
年
）
に
よ

り
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
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毛
沢
東
亡
き
後
に
権
力
を
掌
握
し
た
鄧
小
平
は
、
毛
沢
東
時
代
の

極
端
な
平
等
の
追
求
が
生
産
力
の
発
展
を
妨
げ
た
と
考
え
た
。
平
等

と
は
名
ば
か
り
の
、
貧
困
の
共
有
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
理
解
し
た
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
生
産
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、〈
資
本
主
義

の
生
産
様
式
を
国
家
の
管
理
下
で
導
入
す
る
〉
こ
と
を
決
定
し
、「
中

国
の
特
色
を
持
つ
社
会
主
義
」
を
旗
印
に
社
会
に
お
け
る
格
差
の
発

生
を
容
認
し
た
。
ち
な
み
に
生
産
様
式
と
は
、「
生
産
手
段
」
と
「
生

産
力
」
を
一
体
化
し
た
概
念
で
あ
り
、
各
種
の
「
生
産
様
式
」
が

存
在
し
、「
生
産
様
式
」
に
対
応
し
た
異
な
る
社
会
形
態
（
奴
隷
社

会
↓
封
建
社
会
↓
資
本
主
義
社
会
↓
社
会
主
義
社
会
↓
共
産
主
義
社

会
）
が
出
現
し
人
類
の
歴
史
は
変
化
し
て
ゆ
く
。

か
く
し
て
農
村
で
は
人
民
公
社
が
解
体
さ
れ
、
農
家
が
一
戸
ご
と

に
農
業
生
産
を
請
け
負
い
、
郷
鎮
企
業
と
呼
ば
れ
る
中
規
模
や
小
規

模
の
企
業
活
動
が
奨
励
さ
れ
た
。
沿
岸
部
の
都
市
に
は
経
済
特
区
が

設
置
さ
れ
、
中
国
側
と
外
国
企
業
の
合
弁
に
よ
る
企
業
活
動
が
出
現

し
た
。
現
在
に
続
く
改
革
開
放
政
策
の
開
始
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
一
九
六
六
年
か
ら
十
年
間
続
い
た
文
化
大
革
命
で
は
、
資
本
主
義

的
要
素
は
抹
殺
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
大
胆
な
パ
ラ
ダ

イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
に
は
、マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
に
基
づ
く
共
産
党
の「
お

墨
付
き
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。

鄧
小
平
の
承
認
の
も
と
に
こ
の
任
務
を
担
当
し
た
の
は
、李
銀
河
、

林
春
、
王
小
強
の
三
人
の
新
進
気
鋭
の
研
究
者
で
あ
っ
た３

。
彼
ら
は

「
生
産
様
式
」
と
「
生
産
力
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
二
つ
の
論
文
を
執

筆
し
、
中
国
社
会
科
学
院
の
『
歴
史
研
究
』
一
九
七
九
年
九
月
号
と

十
月
号
に
発
表
し
た
。
李
銀
河
・
林
春
「
我
が
国
の
社
会
主
義
建
設

時
期
に
お
け
る
〈
封
建
残
余
〉
と
の
闘
争
に
つ
い
て
の
試
論
」
と
王

小
強
「
農
民
と
反
封
建
」
で
あ
る
（
原
題
は
、「
試
論
我
国
建
設
社

会
主
義
時
期
反
封
建
残
余
的
闘
争
」
お
よ
び
「
農
民
与
反
封
建
」）。

中
国
社
会
科
学
院
は
一
九
七
七
年
に
設
立
さ
れ
、
国
務
院
に
直
属
し

て
哲
学
研
究
と
社
会
科
学
研
究
を
行
う
中
国
政
府
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク

で
、
全
国
に
研
究
所
が
存
在
す
る
。

李
銀
河
と
林
春
の
論
文
の
主
旨
は
、〈
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立

は
社
会
変
動
に
基
づ
い
た
「
社
会
革
命
」
で
は
な
く
、
政
治
権
力
だ

け
が
交
代
し
た
「
政
治
革
命
」
で
あ
っ
た
。
表
面
は
新
社
会
だ
が
、

内
実
は
変
化
し
な
か
っ
た
。
社
会
主
義
の
実
現
に
必
要
な
大
規
模
な

生
産
様
式
が
存
在
せ
ず
、
封
建
時
代
と
同
じ
手
工
業
的
な
生
産
様
式

が
存
在
し
た
。
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
直
後
か
ら
始
ま
っ
た
農
業

と
商
工
業
の
共
同
化
も
、
農
業
は
手
作
業
に
と
ど
ま
り
工
場
設
備
も

一
新
さ
れ
ず
、
社
会
の
「
生
産
力
」
は
増
大
し
な
か
っ
た
。
封
建
時

代
と
同
じ
手
工
業
的
な
小
生
産
様
式
が
残
っ
た
た
め
、
封
建
主
義
が
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発
生
し
た
。
最
大
の
被
害
は
、
人
権
無
視
の
政
治
迫
害
と
生
産
現
場

に
大
混
乱
を
も
た
ら
し
た
文
化
大
革
命
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
生
産

様
式
を
導
入
し
生
産
力
が
向
上
す
れ
ば
、
生
産
現
場
の
閉
鎖
的
枠
組

み
が
崩
れ４

、
社
会
が
流
動
化
し
て
人
々
の
交
流
が
活
発
化
し
、
思
想

の
自
由
化
が
進
展
し
て
民
主
化
も
促
進
さ
れ
る
〉
で
あ
る
。

王
小
強
の
論
文
の
主
旨
は
、〈
中
国
史
で
は
農
民
暴
動
が
繰
り
返

さ
れ
、
同
質
の
封
建
制
度
が
繰
り
返
し
出
現
し
た
。
中
華
人
民
共
和

国
の
成
立
は
、
毛
沢
東
が
一
九
三
九
年
に
《
中
国
共
産
党
の
武
装
闘

争
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
す
る
農
民
戦
争
で
あ
る
》
と
述
べ

た
と
お
り
、
伝
統
的
封
建
王
朝
の
出
現
で
は
な
い
。
し
か
し
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
の
農
民
暴
動
へ
の
参
加
は
僅
少
で
、
革
命
の
主
体
は
農

民
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、共
産
党
は
伝
統
的
農
民
思
想
で
あ
る「
天

下
を
と
る
、
天
下
の
主
に
な
る
」
と
い
う
考
え
や
、
封
建
的
家
父
長

制
の
強
い
影
響
下
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
を
克
服
す
る
方
法
は
、
国
家

の
管
理
下
で
資
本
主
義
の
生
産
様
式
を
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生

産
力
が
発
展
す
れ
ば
人
的
交
流
が
活
発
化
し
、
思
想
の
自
由
化
が
進

展
す
る
。
こ
の
基
礎
の
上
に
、
豊
か
で
自
由
な
社
会
主
義
社
会
が
建

設
さ
れ
る
〉
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
生
産
様
式
を
導
入
し
た
鄧
小
平
の
改
革
開
放
政
策

は
、狙
い
ど
お
り
生
産
力
を
向
上
さ
せ
社
会
の
流
動
化
を
促
進
し
た
。

し
か
し
〈
生
産
力
の
発
展
に
伴
い
出
現
す
る
民
主
化
と
思
想
の
自
由

化
〉
を
、
共
産
党
が
容
認
す
る
か
否
か
は
未
知
数
で
あ
っ
た
。
改
革

開
放
政
策
の
開
始
当
初
、
日
本
や
欧
米
諸
国
に
は
〈
生
産
力
が
向
上

す
れ
ば
中
国
に
も
中
産
階
級
が
出
現
し
民
主
化
が
推
進
さ
れ
る
〉
と

い
う
楽
観
的
見
通
し
が
存
在
し
た５

。

は
た
し
て
鄧
小
平
は
、生
産
力
の
発
展
に
伴
う
民
主
化
の
潮
流
を
、

共
産
党
支
配
へ
の
挑
戦
と
受
け
止
め
た
。
そ
の
結
果
、
民
主
化
を
容

認
し
た
共
産
党
総
書
記
の
胡
耀
邦
や
国
務
院
総
理
の
趙
紫
陽
を
切
り

捨
て
、
党
内
の
保
守
派
と
連
合
し
て
天
安
門
事
件
を
強
行
し
た
。
こ

れ
に
よ
り
改
革
開
放
政
策
は
破
綻
す
る
か
に
思
わ
れ
た
が
、
資
本
主

義
の
生
産
様
式
に
よ
る
生
産
活
動
は
続
行
さ
れ
、
中
国
経
済
は
政

治
権
力
の
強
い
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
で
生
産
力
の
発
展
を
追
求
し
続
け

た
。天

安
門
事
件
後
の
中
国
は
、
世
界
中
か
ら
経
済
制
裁
を
受
け
た
。

そ
し
て
起
死
回
生
策
と
し
て
出
現
し
た
の
が
、
従
来
の
「
外
国
企
業

と
の
合
弁
」
の
枠
を
取
り
払
う
「
外
国
企
業
へ
の
期
限
付
き
土
地
貸

出
し
」
の
新
機
軸
で
あ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
五
月
に
国
務
院
が
〈
国

有
地
の
払
下
譲
渡
暫
定
条
例
〉
を
施
行
し
、
外
国
企
業
に
限
ら
ず
中

国
人
企
業
家
に
も
国
有
地
が
期
限
付
き
で
払
い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た６

。
さ
ら
に
一
九
九
二
年
の
一
月
に
は
、
鄧
小
平
が
湖
北
省
、
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広
東
省
、
上
海
市
を
一
カ
月
か
け
て
視
察
し
、
各
地
で
改
革
開
放
政

策
の
加
速
を
呼
び
か
け
た
。
い
わ
ゆ
る
「
南
巡
講
話
」
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
り
「
お
墨
付
き
」
を
得
た
新
た
な
改
革
開
放
政
策
は
、
飛
躍

的
な
生
産
力
の
発
展
を
も
た
ら
し
た７

。

新
た
な
改
革
開
放
政
策
の
仕
組
み
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
地
方
政
府
が
農
民
か
ら
農
地
を
没
収
し８

、
工
場
用
地
が
必
要
な
企

業
に
貸
し
出
す
、
②
農
村
の
余
剰
人
口
が
大
量
の
安
価
な
労
働
力
を

提
供
す
る
、
③
大
量
の
資
金
と
最
新
技
術
が
国
外
か
ら
流
入
し
、
活

発
な
生
産
活
動
が
展
開
さ
れ
る
、
で
あ
る
。
①
か
ら
③
は
す
べ
て
共

産
党
の
管
理
下
で
行
わ
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
は
国
務
院
直
属
の
国
有

資
産
監
督
管
理
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
中
央
政
府
・
地
方
政
府
・
土

地
開
発
業
者
・
内
外
企
業
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
、土
地
・
労
働
力
・

資
金
・
技
術
が
一
体
化
し
た
大
き
な
生
産
力
が
生
み
出
さ
れ
、
中
国

経
済
は
大
発
展
し
た
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
生
産
力
の
急
激
な
発
展
は
解
決
困
難
な
多

く
の
問
題
を
出
現
さ
せ
た
。
急
激
な
生
産
力
向
上
を
目
的
に
行
わ
れ

た
国
内
企
業
の
無
秩
序
な
生
産
活
動
は
、
毛
沢
東
時
代
の
絶
対
平
等

と
は
裏
腹
の
極
端
な
格
差
社
会
を
出
現
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
重
度

の
大
気
汚
染
や
水
資
源
の
枯
渇
を
は
じ
め
、
農
産
物
が
農
薬
ま
み
れ

に
な
る
深
刻
な
自
然
破
壊
を
引
き
起
こ
し
た
。

そ
し
て
一
九
九
七
年
に
は
、従
来
の
「
反
革
命
罪
」
に
替
わ
る
「
国

家
政
権
転
覆
扇
動
罪
」
が
制
定
さ
れ
、「
中
国
の
特
色
を
持
つ
社
会

主
義
」
の
建
前
も
色
あ
せ
た
。
社
会
主
義
の
建
前
は
、
国
家
の
枠
組

み
を
超
え
る
国
際
主
義
の
標
榜
と
、
社
会
主
義
革
命
を
反
革
命
か
ら

守
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
主
導
の
階
級
闘
争
の
堅
持
で
あ
る
。
国
家

を
前
面
に
冠
し
反
革
命
に
言
及
し
な
い
「
国
家
政
権
転
覆
扇
動
罪
」

の
文
字
列
は
、
社
会
主
義
の
原
則
を
放
棄
し
て
い
る
。

習
近
平
政
権
は
以
上
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
二
〇
一
三
年
に
誕

生
し
、
改
革
開
放
政
策
の
更
な
る
発
展
を
目
指
し
て
邁
進
し
た
。
し

か
し
二
〇
一
八
年
に
は
、
米
中
間
の
貿
易
不
均
衡
の
是
正
問
題
を
発

端
に
、
政
治
・
経
済
・
文
化
に
わ
た
る
中
国
と
ア
メ
リ
カ
の
全
面
対

立
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
主
張
の
要
点
は
、
以
下
の
よ

う
に
纏
め
ら
れ
る
。〈
生
産
力
の
発
展
に
有
効
な
資
本
主
義
の
生
産

様
式
を
導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
生
産
技
術
の
導
入
だ
け
で
な
く
、

生
産
様
式
を
構
成
す
る
重
要
な
資
本
主
義
の
ル
ー
ル
＝
特
許
の
順

守
・
技
術
の
秘
密
保
持
・
為
替
操
作
の
禁
止
・
企
業
へ
の
過
度
の
政

府
補
助
金
の
抑
制
＝
を
守
れ
〉、
で
あ
る
。
生
産
様
式
の
導
入
は
結

構
だ
が
、
都
合
の
よ
い
と
こ
ろ
だ
け
を
つ
ま
み
食
い
さ
れ
て
は
困
る

の
で
あ
る
。
更
に
、「
孫
子
」
以
来
の
卓
越
し
た
諜
報
能
力
の
伝
統

を
持
つ
中
国
人
に
ア
メ
リ
カ
は
脅
威
を
感
じ９

、
フ
ァ
ー
ウ
ェ
イ
の
通
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信
機
器
の
排
除
を
突
破
口
に
中
国
の
諜
報
活
動
を
牽
制
し
始
め
た
。

本
稿
の
執
筆
開
始
後
、
武
漢
発
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ

ク
が
発
生
し
た
。
目
下
の
と
こ
ろ
世
界
中
を
巻
き
込
ん
だ
大
混
乱
が

発
生
し
て
お
り
、
習
近
平
政
権
の
〈
行
く
末
〉
は
濃
霧
の
中
に
か
す

ん
で
い
る
。
本
稿
の
論
点
も
、い
き
お
い
習
近
平
政
権
の
〈
来
し
方
〉

に
絞
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

〈
彼
を
知
り
己
を
知
れ
ば
百
戦
殆
か
ら
ず
〉（
孫
子
・
謀
攻
編
）
で

あ
る
。〈
相
手
の
来
し
方
〉
を
十
分
に
理
解
し
て
〈
そ
の
行
く
末
〉

を
予
想
し
、
自
信
を
も
っ
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二　
習
近
平
政
権
と
一
帯
一
路
政
策

１
二
〇
一
二
年
十
一
月
の
中
国
共
産
党
第
十
八
回
全
国
代
表
大
会
で

大
会
秘
書
長
を
務
め
た
習
近
平
は
、
連
続
し
て
開
か
れ
た
第
十
八
期

中
央
委
員
会
第
一
回
全
体
会
議
で
、
胡
錦
濤
に
替
わ
り
新
た
な
共
産

党
総
書
記
に
選
出
さ
れ
た
。
続
い
て
二
〇
一
三
年
三
月
の
第
十
二
期

全
国
人
民
代
表
大
会
第
一
回
会
議
で
国
家
主
席
と
国
家
中
央
軍
事
委

員
会
主
席
に
選
出
さ
れ
、
党
、
国
家
、
軍
の
三
権
を
掌
握
す
る
習
近

平
政
権
が
誕
生
し
た
。

習
近
平
は
政
権
の
達
成
目
標
を
〈
中
華
民
族
の
偉
大
な
復
興
〉
と

定
め
、
そ
の
実
現
を
中
国
の
夢
（
中
国
夢
）
と
し
て
掲
げ
た
が
、〈
中

華
民
族
の
偉
大
な
復
興
〉
の
第
一
義
は
、
国
家
の
経
済
力
と
軍
事
力

を
増
大
さ
せ
ア
メ
リ
カ
に
対
抗
す
る
国
際
社
会
で
の
覇
権
を
確
立
す

る
こ
と
で
あ
る10

。
そ
の
実
現
手
段
が
一
帯
一
路
で
あ
り
（
英
語
表
記

は
、T

he Belt and Road Initiative

）、
中
国
西
北
部
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
結
ぶ
陸
上
の
ベ
ル
ト
（
一
帯
）
と
、
中
国
沿
岸
部
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
↓
南
ア
ジ
ア
↓
ア
ラ
ビ
ア
半
島
↓
ア
フ
リ
カ
東
岸
を
結
ぶ

海
上
の
路
（
一
路
）
を
通
じ
て
、
中
国
資
本
を
各
地
に
投
入
し
て
現

地
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
を
整
備
し
、
人
民
元
に
よ
る
貿
易

を
促
進
し
て
中
国
主
導
の
広
域
経
済
圏
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る11

。

一
帯
構
想
は
、
二
〇
一
三
年
九
月
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
ナ
ザ
ル
バ

エ
フ
大
学
で
の
習
近
平
の
演
説
で
提
唱
さ
れ
、
続
い
て
一
路
構
想
が

同
年
十
月
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
会
で
の
習
近
平
演
説
で
提
唱
さ
れ

た
。
こ
の
あ
と
二
〇
一
四
年
十
一
月
に
は
、
両
者
を
合
わ
せ
た
一
帯

一
路
の
建
設
が
北
京
で
開
催
さ
れ
た
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
経

済
協
力
会
議
）
で
習
近
平
に
よ
り
宣
言
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
〇
一
五

年
十
二
月
に
は
、
習
近
平
が
イ
ン
フ
ラ
建
設
の
資
金
供
給
元
と
し
て

二
〇
一
三
年
の
十
月
か
ら
提
案
し
て
い
た
中
国
主
導
の
ア
ジ
ア
イ
ン

フ
ラ
投
資
銀
行
（
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ
）
が
、
世
界
五
十
七
カ
国
の
参
加
を
得



55　　　習近平政権の〈来し方〉と〈行く末〉―― 悠久の歴史を背景に考える

て
発
足
し
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
は
Ａ
Ｉ
Ｉ
Ｂ

へ
の
参
加
を
見
送
っ
て
い
た
。

以
上
の
背
景
の
も
と
に
二
〇
一
七
年
十
月
の
中
国
共
産
党
第
十
九

回
全
国
代
表
大
会
に
お
い
て
、「
習
近
平
新
㙇
代
中
国
特
色
社
会
主

ẚ
思
想
」
が
、
歴
代
の
共
産
党
指
導
者
の
政
治
理
念
と
と
も
に
党
規

約
に
列
挙
さ
れ
、「
中
国
夢
」
と
「
一
帯
一
路
」
の
文
言
も
党
規
約

に
書
き
込
ま
れ
た
。

中
国
共
産
党
は
一
九
四
五
年
の
第
七
回
大
会
以
降
、
党
規
約
の
中

に
中
国
人
指
導
者
の
政
治
理
念
を
掲
げ
続
け
て
き
た
。
毛
沢
東
思
想

↓
鄧
小
平
理
論
↓
三
つ
の
代
表
↓
科
学
的
発
展
観
↓
習
近
平
新
時
代

中
国
特
色
社
会
主
義
思
想
、
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
に
モ
ス
ク
ワ
に

本
拠
を
置
く
世
界
革
命
指
導
機
関
の
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
が
解
散
さ
れ
た

結
果
、
独
自
の
政
治
路
線
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
。

「
毛
沢
東
思
想
」
は
、
一
九
四
五
年
に
延
安
の
共
産
党
第
七
回
大
会

で
書
き
込
ま
れ
た
あ
と
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
の
一
九
五
六
年

に
北
京
で
開
か
れ
た
共
産
党
第
八
回
全
国
大
会
で
は
、
党
規
約
か
ら

削
除
さ
れ
て
い
た
。
劉
少
奇
や
鄧
小
平
た
ち
が
、
一
九
五
三
年
の
ソ

連
共
産
党
第
二
十
回
大
会
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
行
っ
た
ス
タ
ー
リ
ン

批
判
の
余
勢
を
借
り
、
毛
沢
東
の
独
裁
権
力
を
掣
肘
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
毛
沢
東
の
怒
り
が
、
一
九
六
六
年
に
勃

発
し
十
年
の
長
き
に
わ
た
り
中
国
大
陸
を
大
混
乱
に
陥
れ
た
文
化
大

革
命
の
遠
因
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
思
想
は
、
現
在
で
は
神
棚
に
祭
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
鄧
小
平
理
論
」
は
、
文
化
大
革
命
の
混
乱
を
収
拾
す
べ
く
鄧
小
平

が
開
始
し
た
改
革
開
放
政
策
を
支
え
る
政
治
理
念
で
あ
り
、
要
点
は

〈
資
本
主
義
の
生
産
様
式
を
国
家
の
管
理
下
で
導
入
す
る
〉
で
あ
る
。

「
三
つ
の
代
表
」（
中
国
語
で
は
三
個
代
表
）
は
、
一
九
八
九
年
の

天
安
門
事
件
後
で
頓
挫
し
た
改
革
開
放
政
策
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に

江
沢
民
が
掲
げ
た
政
治
理
念
で
あ
り
、共
産
党
が〈
先
進
的
生
産
力
〉、

〈
先
進
的
文
化
〉、〈
人
民
の
根
本
的
利
益
〉
の
三
つ
を
代
表
す
る
意

で
あ
る
。

「
科
学
的
発
展
観
」
は
、
江
沢
民
を
引
き
継
い
だ
胡
錦
濤
の
政
治
理

念
で
あ
り
、〈
経
済
、
社
会
、
環
境
の
調
和
を
図
り
均
衡
発
展
を
目

指
し
、
和
諧
社
会
（
矛
盾
の
な
い
調
和
の
と
れ
た
社
会
）
を
実
現
す

る
〉
意
で
あ
る
。

江
沢
民
の
「
三
つ
の
代
表
」
と
胡
錦
濤
の
「
科
学
的
発
展
観
」
に

は
名
前
が
冠
さ
れ
て
い
な
い
。
鄧
小
平
理
論
に
従
属
す
る
位
置
づ
け

で
あ
る
。
し
か
し
「
習
近
平
新
㙇
代
中
国
特
色
社
会
主
義
思
想
」
と

い
う
麗
々
し
い
表
現
は
、
江
沢
民
や
胡
錦
濤
と
は
全
く
異
な
る
。
中

国
特
色
社
会
主
義
と
い
う
部
分
は
、
鄧
小
平
の
改
革
開
放
政
策
の
開
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始
と
同
時
に
出
現
し
た
表
現
で
あ
り
、
民
主
化
が
進
行
し
た
胡
耀
邦・

趙
紫
陽
体
制
下
で
あ
れ
、
民
主
化
が
挫
折
し
た
天
安
門
事
件
後
の
体

制
下
で
あ
れ
、
一
貫
し
て
掲
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
習
近
平
と
い

う
名
前
を
冠
し
、
さ
ら
に
新
時
代
お
よ
び
思
想
と
い
う
文
言
の
付
加

は
、
習
近
平
の
政
治
理
念
が
時
代
を
画
す
る
「
思
想
」
と
位
置
付
け

ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
ち
な
み
に
政
治
理
念
の
格
か
ら
い
う
と
、
毛

沢
東
の
「
思
想
」
は
鄧
小
平
の
「
理
論
」
よ
り
上
位
に
位
置
す
る
。

し
た
が
っ
て
「
思
想
」
の
保
持
者
と
な
っ
た
習
近
平
は
、「
理
論
」
の

保
持
者
で
あ
る
鄧
小
平
を
超
え
て
毛
沢
東
と
同
格
の
指
導
者
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
す
か
の
よ
う
に
、
中
国
共
産
党
第
十
九
回

全
国
代
表
大
会
の
五
カ
月
後
に
開
か
れ
た
第
十
三
期
全
国
人
民
代
表

大
会
第
一
回
会
議
（
二
〇
一
八
年
三
月
）
で
は
、
国
家
主
席
と
副
主

席
の
任
期
を
二
期
ま
で
に
制
限
し
て
い
た
憲
法
（
一
九
八
二
年
制
定
）

の
条
文
が
撤
廃
さ
れ
た
。
習
近
平
が
兼
務
す
る
共
産
党
総
書
記
と
中

央
軍
事
委
員
会
主
席
に
任
期
の
定
め
は
な
く
、
習
近
平
に
は
終
身
国

家
主
席
へ
の
道
が
開
か
れ
た
。
文
化
大
革
命
へ
の
反
省
か
ら
、
過
度

の
権
力
集
中
を
防
い
で
い
た
集
団
指
導
体
制
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。

中
華
人
民
共
和
国
の
歴
代
の
共
産
党
指
導
者
の
政
治
理
念
は
、
毛

沢
東
を
除
い
て
、
主
軸
は
国
内
政
治
の
安
定
に
置
か
れ
て
い
た
。
し

か
し
習
近
平
の
一
帯
一
路
政
策
は
、
明
確
に
主
軸
を
外
交
政
策
に
移

動
さ
せ
国
際
的
覇
権
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
一
帯
一
路
の

こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

２
習
近
平
は
二
〇
一
四
年
か
ら
一
帯
一
路
の
具
体
化
に
着
手
し
て
い

た
が
、
二
〇
二
〇
年
一
月
末
に
至
り
三
〇
の
国
際
経
済
協
力
機
構
や

一
三
八
の
国
家
と
覚
書
を
交
わ
し
て
い
た
。
こ
の
間
、
二
〇
一
七
年

五
月
に
は
第
一
回
一
帯
一
路
国
際
協
力
サ
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
北

京
で
開
催
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
の
首
相
が
参
加
し
た
。
し
か
し
他
の
Ｇ

７
各
国
は
一
帯
一
路
を
中
国
主
導
の
巨
大
経
済
圏
構
想
で
あ
る
と
警

戒
し
、
閣
僚
級
人
物
を
含
む
代
表
団
を
参
加
さ
せ
る
に
留
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
五
カ
月
後
の
二
〇
一
七
年
十
月
に
、「
一

帯
一
路
」
が
中
国
共
産
党
第
十
九
回
全
国
代
表
大
会
で
党
規
約
の
中

に
書
き
こ
ま
れ
て
い
た
。
ち
な
み
に
イ
タ
リ
ア
は
、
ギ
リ
シ
ャ
と
共

に
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
一
帯
一
路
に
積
極
的
な
国
で
あ
り
、
二
〇
一
九
年

の
三
月
に
は
中
国
と
覚
書
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
二
〇
一
九

年
四
月
に
な
り
、
第
二
回
一
帯
一
路
国
際
協
力
サ
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ラ

ム
が
北
京
で
開
催
さ
れ
、
三
七
カ
国
の
首
脳
と
日
本
を
含
む
一
五
〇

カ
国
を
超
え
る
代
表
団
が
参
加
し
、
国
連
事
務
総
長
も
出
席
し
て
習

近
平
と
会
談
し
た
。
し
か
し
第
一
回
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
代
表
団
を
送
っ
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た
ア
メ
リ
カ
は
、
出
席
を
見
送
っ
た
。
貿
易
不
均
衡
を
め
ぐ
る
米
中

対
立
が
原
因
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
一
年
後
の
二
〇
二
〇
年
の
三
月

に
、
武
漢
発
の
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
発
生
し
た
の

で
あ
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
一
帯
一
路
の
行
方
は
、
見
通
せ
な
く
な
っ

て
い
る
。

一
帯
一
路
の
最
大
の
問
題
点
は
、
中
国
か
ら
の
大
規
模
な
資
金
提

供
（
債
務
）
を
も
と
に
建
設
さ
れ
る
港
湾
設
備
や
鉄
道
が
、
当
該
す

る
国
家
の
経
済
活
動
か
ら
乖
離
し
、
活
用
さ
れ
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
多
く
の
国
々
が
中
国
へ
の
債
務
超
過
に
陥
り
、
建
設
さ

れ
た
港
湾
や
鉄
道
を
中
国
に
支
配
さ
れ
中
国
の
世
界
戦
略
に
組
み
込

ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

典
型
的
事
例
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
あ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、
中
国

か
ら
の
融
資
で
完
成
さ
せ
た
多
く
の
イ
ン
フ
ラ
を
活
用
で
き
ぬ
ま
ま

に
赤
字
だ
け
が
累
積
し
、
結
果
と
し
て
十
一
億
ド
ル
余
の
債
務
帳
消

し
と
引
き
換
え
に
、
ハ
ン
バ
ン
ト
タ
港
（
八
割
を
中
国
借
款
で
賄
い

建
設
中
）
の
運
営
権
を
、
二
〇
一
七
年
の
十
二
月
に
中
国
の
国
営
企

業
に
九
十
九
年
の
期
限
を
つ
け
て
譲
渡
し
た
。
九
十
九
年
間
の
譲
渡

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
清
朝
末
期
に
中
国
で
盛
ん
に
発
動
し
た
利

権
獲
得
方
式
で
あ
り
、
香
港
返
還
も
九
十
九
年
の
租
借
期
間
の
終
了

の
結
果
で
あ
る
。

一
事
が
万
事
で
あ
り
、
一
帯
一
路
の
イ
ン
フ
ラ
建
設
で
は
、
中
国

の
投
資
会
社
、
中
国
の
建
設
会
社
、
中
国
の
資
材
、
中
国
の
労
働
者

に
よ
り
全
て
が
支
配
さ
れ
、
イ
ン
フ
ラ
建
設
を
受
け
入
れ
た
国
々
に

雇
用
は
発
生
せ
ず
負
債
だ
け
が
残
る
仕
組
み
が
出
来
上
が
り
、
受
け

入
れ
国
側
の
不
満
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
第
二
回
の
一
帯

一
路
国
際
協
力
サ
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
一
九
年
四
月
）
で
は
、

習
近
平
は
基
調
演
説
で
、〈
一
帯
一
路
で
は
国
際
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を

基
礎
に
各
国
の
法
律
法
規
を
尊
重
し
、
商
業
と
財
政
上
の
持
続
可
能

性
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。

一
帯
一
路
に
対
す
る
日
本
政
府
の
立
場
は
、
当
初
か
ら
一
貫
し
て

お
り
、
二
〇
一
七
年
二
月
の
第
一
回
一
帯
一
路
国
際
協
力
サ
ミ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
た
日
本
代
表
団
は
、
開
か
れ
た
公
正
な
イ
ン

フ
ラ
整
備
を
条
件
に
一
帯
一
路
へ
の
積
極
的
協
力
を
表
明
し
て
い

た
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
日
本
側
と
中
国
側
と
の
間
で
、
一
帯
一
路

の
実
現
に
向
け
度
重
な
る
各
種
の
協
議
が
進
行
中
で
あ
る
。

３
一
帯
一
路
を
支
え
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
次
ぐ
世
界
第
二
位
の
国

内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
誇
る
中
華
人
民
共
和
国
の
巨
大
な
生
産
力

で
あ
る
。
こ
の
生
産
力
が
大
国
と
し
て
の
中
国
の
国
際
的
地
位
を
保
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証
す
る
基
本
要
件
で
あ
り
、
生
産
力
を
保
つ
た
め
に
活
発
な
海
外
投

資
と
大
規
模
建
設
が
持
続
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
二
〇
二
〇
年
五

月
に
李
克
強
首
相
が
明
か
し
た
よ
う
に
（
第
十
三
期
全
国
人
民
代
表

大
会
第
三
回
会
議
の
記
者
会
見
）、
中
国
社
会
に
は
月
収
千
元
（
約

一
万
五
千
円
）
の
貧
困
層
が
六
億
人
も
存
在
し
（
二
〇
一
九
年
度
）、

中
国
人
平
均
年
収
は
三
万
元
（
約
四
五
万
円
）
で
あ
る
と
い
う
。
月

収
千
元
は
中
小
都
市
の
一
カ
月
分
家
賃
に
も
足
ら
ず
、
都
市
と
農
村

の
間
に
大
き
な
社
会
格
差
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
更

に
平
均
年
収
三
万
元
（
約
四
五
万
円
）
か
ら
算
出
さ
れ
る
中
国
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
は
約
六
三
〇
兆
円
で
あ
り
（
総
人
口
十
四
億
人
）、
日
本
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
（
約
五
五
四
兆
円
）
の
一
・
一
倍
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
中
国

国
家
統
計
局
の
公
式
発
表
で
は
、
二
〇
一
九
年
の
中
国
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は

十
四
兆
四
〇
〇
〇
ド
ル
（
約
一
五
八
四
兆
円
）
で
あ
り
、
一
人
当
た

り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
万
二
七
六
ド
ル
（
約
一
一
〇
万
円
）
な
の
で
あ
る12

。

以
上
の
状
況
が
示
す
の
は
、
習
近
平
政
権
下
で
は
胡
錦
濤
政
権
の

目
指
し
た
和
諧
社
会
（
矛
盾
の
な
い
調
和
の
と
れ
た
社
会
）
が
実
現

さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
膨
大
な
生
産
力
を
維
持
す
る
必
要
か
ら
海
外
投
資

に
よ
る
活
発
な
生
産
活
動
が
継
続
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
武
漢
発
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
起
因
す
る
国
内
と
国
外
か
ら
の
大
き

な
圧
力
に
直
面
し
、
一
帯
一
路
の
前
途
に
は
大
き
な
影
が
投
げ
か
け

ら
れ
て
い
る
。

一
帯
一
路
を
推
進
す
る
中
国
は
、
一
方
で
は
公
海
の
自
由
と
い
う

国
際
法
の
原
則
を
無
視
し
、
南
シ
ナ
海
で
人
工
島
建
設
を
推
進
し
周

辺
諸
国
と
の
摩
擦
を
強
め
て
い
る
。
陸
上
で
も
、
イ
ン
ド
と
の
間
に

国
境
を
巡
る
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
。
加
え
て
日
本
の
尖
閣
列
島
へ

の
傍
若
無
人
な
振
る
舞
い
で
あ
る
。
最
近
に
な
り
つ
く
づ
く
思
い
出

さ
れ
る
の
は
、
二
十
年
以
上
前
に
中
国
人
留
学
生
の
女
性
が
語
っ
て

い
た
言
葉
、
す
な
わ
ち
「〈
国
家
主
権
は
領
土
上
に
あ
り
寸
土
あ
れ

ば
こ
れ
を
争
う
〉
と
小
学
校
で
教
え
ら
れ
ま
し
た
」
で
あ
る
。

我
々
が
依
拠
す
る
国
際
秩
序
の
原
則
は
、
独
立
主
権
国
家
の
承
認

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
国
家
は
独
立
し
た
主
権
を
有
し
国
家
と
国

家
の
間
に
は
基
本
的
に
支
配
や
統
制
は
存
在
し
な
い
〉、
の
で
あ
る
。

こ
の
国
際
秩
序
の
原
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
十
年
戦
争
を
終
結
さ

せ
る
た
め
に
締
結
さ
れ
た
国
際
条
約
で
あ
る
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条

約
（
一
六
四
八
年
）
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
。

一
方
、
中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界
に
は
、
古
く
か
ら

中
国
を
中
心
と
す
る
華
夷
秩
序
に
基
づ
く
国
際
関
係
（
朝
貢
体
制
）

が
存
在
し
た13

。
そ
し
て
華
夷
秩
序
に
基
づ
く
伝
統
的
国
際
関
係
は
、

一
八
四
二
年
に
中
国
側
（
当
時
の
清
朝
）
の
敗
北
に
終
わ
っ
た
イ
ギ

リ
ス
と
の
戦
争
で
あ
る
阿
片
戦
争
以
後
、
軍
事
力
を
背
景
と
す
る
西
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欧
諸
国
の
東
ア
ジ
ア
進
出
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
国
際
関
係

に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
中
国
人
に
は
、
独
立
主
権

国
家
を
原
則
と
す
る
国
際
秩
序
は
押
し
つ
け
ら
れ
た
不
本
意
な
も
の

だ
と
い
う
認
識
が
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
東
ア
ジ
ア
の
朝
貢
体

制
か
ら
距
離
を
置
い
て
き
た
日
本
の
場
合
は
、
幕
末
の
時
点
で
す
で

に
独
立
主
権
国
家
を
原
則
と
す
る
国
際
関
係
を
積
極
的
に
受
け
入
れ

よ
う
と
し
て
い
た
。

話
を
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
中
華
人
民

共
和
国
は
社
会
主
義
の
衣
を
着
て
出
現
し
た
伝
統
的
封
建
王
朝
で

あ
り
、
政
治
権
力
の
本
質
に
は
何
の
変
化
も
起
こ
っ
て
い
な
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
外
交
政
策
も
、
伝
統
的
華
夷
秩
序
観
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
る
。
要
す
る
に
朝
貢
貿
易
の
セ
ン
ス
で
周
辺
の
国
々
と
付
き
合

お
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
自
分
は
中
華
で
回
り
は
属
国
な
の
で
あ

る
。
習
近
平
が
第
二
回
一
帯
一
路
国
際
協
力
サ
ミ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
二
〇
一
九
年
四
月
）
の
基
調
演
説
で
述
べ
た
〈
国
際
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
各
国
法
規
の
尊
重
〉
な
ど
は
、
口
先
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
習

近
平
は
国
際
法
の
原
則
に
違
反
す
る
と
い
う
負
い
目
は
感
じ
て
お
ら

ず
、
伝
統
的
華
夷
秩
序
観
に
従
っ
て
当
た
り
前
の
行
動
を
し
て
い
る

つ
も
り
な
の
で
あ
る
。

中
華
人
民
共
和
国
の
指
導
者
た
ち
は
、
我
々
の
眼
に
は
侵
略
と
し

か
映
ら
な
い
行
動
を
臆
面
な
く
推
進
す
る
。
彼
ら
の
行
動
は
、
ど
の

よ
う
な
歴
史
背
景
に
起
因
す
る
の
か
。

三　
一
帯
一
路
に
見
る
中
国
史
の
光
と
影

１
中
国
史
を
俯
瞰
す
れ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
る
が
、漢
民
族
（
以
下
、

漢
族
）
は
数
千
年
に
渡
り
常
に
異
民
族
の
侵
略
に
お
び
え
、
実
際
に

繰
り
返
し
侵
略
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
中
国
人
（
≧
漢
族
）
の

Ｄ
Ｎ
Ａ
に
は
、
侵
略
恐
怖
遺
伝
子
が
組
み
込
ま
れ
、
そ
の
裏
返
し
で

あ
る
中
華
意
識
遺
伝
子
と
共
存
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
覇
権
確
立
を

目
指
す
侵
略
行
動
が
促
さ
れ
る
。
侵
略
さ
れ
る
か
覇
権
確
立
か
の
二

者
択
一
の
精
神
的
ト
ラ
ウ
マ
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
相
互
間
の
相
違

（
異
質
・
異
物
）
を
認
め
て
共
存
す
る
認
識
（
例
え
ば
独
立
主
権
国
家
）

な
ど
は
永
遠
に
生
ま
れ
な
い
。
今
日
の
香
港
問
題
を
も
た
ら
し
て
い

る
根
源
的
理
由
で
あ
る
。
漢
族
が
た
ど
っ
た
被
侵
略
と
覇
権
確
立
の

長
く
苦
し
い
歴
史
を
、
俯
瞰
し
て
み
よ
う
。
古
く
は
『
論
語
』
に
残

さ
れ
た
孔
子
の
言
葉
、〈
管
仲
微な

か
り
せ
ば
、
吾
其
れ
髪
を
被こ
う
む

り
衽じ
ん

を
左
に
せ
ん
〉が
あ
る
。現
代
語
に
な
お
せ
ば「
管
仲
が
い
な
け
れ
ば
、

異
民
族
に
征
服
さ
れ
て
そ
の
習
俗
に
順
わ
さ
れ
、
冠
を
か
ぶ
ら
ず
に
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頭
髪
を
曝
し
、
左
前
に
衣
服
を
着
て
い
た
よ
」
で
あ
る
。
孔
子
は
紀

元
前
五
世
紀
の
人
物
で
あ
り
、
紀
元
前
六
世
紀
（
春
秋
時
代
）
に
斉

国
の
宰
相
を
務
め
た
管
仲
を
批
判
し
た
弟
子
に
対
し
て
、〈
管
仲
の

最
大
の
功
績
は
漢
民
族
を
異
民
族
の
侵
入
か
ら
守
っ
た
こ
と
だ
〉
と

弁
護
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
か
ら
、
周
辺
の
異
民
族
に
征
服
さ
れ
る

強
い
危
機
感
が
存
在
し
、
漢
族
の
防
衛
が
最
優
先
課
題
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

こ
の
あ
と
二
千
年
以
上
た
っ
た
一
六
四
四
年
か
ら
一
九
一
二
年
ま

で
、
漢
族
は
満
洲
人
の
王
朝
で
あ
る
清
に
支
配
さ
れ
、
満
洲
人
の
髪

型
で
あ
る
辮
髪
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
人
が
明
治
維
新

後
に
、
早
々
と
髷
を
切
っ
て
「
散ざ
ん

切ぎ

り
頭あ
た
ま

」
を
出
現
さ
せ
た
の
と
は

訳
が
違
う
話
で
あ
り
、
日
米
戦
争
に
敗
れ
た
後
に
日
本
が
六
年
間
も

ア
メ
リ
カ
に
占
領
さ
れ
た
の
と
も
レ
ベ
ル
が
違
う
の
で
あ
る
。

孔
子
の
時
代
か
ら
、
中
国
大
陸
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
各
々
の

支
配
者
に
よ
り
、
後
に
万
里
の
長
城
と
総
称
さ
れ
る
長
大
な
防
御
壁

が
北
方
の
地
に
築
か
れ
続
け
た
。
し
か
し
防
御
壁
の
建
設
に
よ
っ
て

も
侵
略
は
防
げ
ず
、漢
族
は
繰
り
返
し
侵
略
さ
れ
征
服
さ
れ
続
け
る
。

紀
元
前
三
世
紀
の
秦
漢
帝
国
の
成
立
に
よ
り
、
漢
族
は
周
辺
の
異

民
族
に
対
し
て
覇
権
を
確
立
し
た
。
し
か
し
漢
が
内
部
崩
壊
で
滅
亡

す
る
と
、
魏
・
呉
・
蜀
の
三
国
分
立
を
経
て
、
侵
入
し
た
異
民
族
が

王
朝
を
乱
立
さ
せ
た
三
世
紀
と
四
世
紀
の
五
胡
十
六
国
時
代
を
迎
え

（
胡
は
異
民
族
の
意
。
訓
は
エ
ビ
ス
）、
や
が
て
は
南
の
漢
族
王
朝
と

北
の
遊
牧
王
朝
の
対
立
が
固
定
化
さ
れ
南
北
朝
時
代
が
出
現
す
る
。

こ
の
あ
と
七
世
紀
に
な
り
、
北
朝
の
隋
・
唐
に
よ
る
全
国
統
一
が
完

成
さ
れ
る
が
、
隋
・
唐
は
遊
牧
民
に
由
来
す
る
王
朝
で
あ
る
。
そ
し

て
十
世
紀
初
に
唐
が
滅
亡
す
る
と
、
半
世
紀
に
渡
る
五
代
十
国
の
混

乱
を
経
て
宋
王
朝
が
成
立
し
、
漢
族
は
勢
力
を
回
復
す
る
。
し
か
し

宋
は
北
方
の
遊
牧
王
朝
で
あ
る
遼
、
金
、
西
夏
の
圧
迫
を
常
に
蒙
り
、

十
二
世
紀
に
宋
は
開
封
か
ら
揚
子
江
の
南
の
臨
安
（
現
在
の
杭
州
）

へ
と
都
を
移
す
（
南
宋
）。
そ
し
て
淮
河14

を
挟
む
南
北
対
立
が
出
現

し
て
い
た
が
、
南
宋
は
新
興
の
モ
ン
ゴ
ル
族
の
元
に
十
三
世
紀
後
半

に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
そ
し
て
モ
ン
ゴ
ル
族
に
よ
る
百
年
の
異
民
族
支
配

を
経
て
、
漢
民
族
王
朝
の
明
が
十
四
世
紀
後
半
に
元
を
滅
ぼ
し
て
出

現
し
た
。
二
千
年
近
く
も
繰
り
返
さ
れ
た
目
ま
ぐ
る
し
い
変
動
で
あ

る
。
万
里
の
長
城
な
ら
ぬ
長
大
な
天
然
の
堀
（
日
本
海
と
太
平
洋
）

に
囲
ま
れ
、
縄
文
時
代
か
ら
弥
生
時
代
を
通
じ
て
穏
や
か
な
均
質
の

文
化
を
発
展
さ
せ
た
日
本
列
島
の
状
況
と
は
、
緊
迫
の
レ
ベ
ル
が
違

う
。明

王
朝
の
創
始
者
の
洪
武
帝
は
、
農
民
反
乱
の
中
か
ら
身
を
起
こ

し
た
人
物
で
あ
り
、
北
方
の
草
原
か
ら
捲
土
重
来
を
狙
う
元
の
残
存
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勢
力
を
牽
制
し
つ
つ
、
元
代
か
ら
続
く
活
発
な
海
洋
貿
易
を
統
制
下

に
置
く
た
め
、
自
由
貿
易
を
排
除
し
て
管
理
貿
易
の
朝
貢
貿
易
を
確

立
し
よ
う
と
し
た
。
朝
貢
貿
易
は
周
辺
諸
国
の
王
が
中
国
皇
帝
に
貢

物
を
捧
げ
、
皇
帝
が
お
返
し
の
賜
物
を
与
え
る
貿
易
形
態
で
あ
る
。

高
い
工
芸
技
術
を
誇
る
中
国
製
品
（
日
本
人
は
唐
物
と
し
て
珍
重
し

た
）
を
大
量
に
獲
得
で
き
る
賜
物
は
、
周
辺
諸
国
の
王
に
は
魅
力
的

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
朝
貢
貿
易
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
朝
貢

体
制
は
、
中
国
を
中
心
と
す
る
支
配
・
被
支
配
の
服
属
関
係
で
は
な

く
、
中
国
と
各
国
が
相
互
の
位
置
を
確
か
め
る
安
全
保
障
体
制
と
し

て
機
能
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
国
と
朝
貢
国
と
の
関
係
は
多
様
で
あ

っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
の
王
は
国
内
的
に
皇
帝
を
称
し
、
独
自
の
年
号
を

使
用
し
て
中
国
に
対
す
る
矜
持
を
保
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
朝
鮮
は
、

中
華
皇
帝
か
ら
冊
封
（
任
命
承
認
）
さ
れ
た
王
と
い
う
立
場
を
崩
さ

ず
、一
貫
し
て
中
国
の
年
号
を
使
用
し
た（
短
期
間
の
例
外
を
除
く
）。

さ
ら
に
琉
球
（
沖
縄
）
の
場
合
は
、
一
六
〇
九
年
に
薩
摩
藩
に
征
服

さ
れ
実
効
支
配
下
に
置
か
れ
た
が
（
各
種
の
租
税
を
徴
取
さ
れ
た
）、

朝
貢
貿
易
の
も
た
ら
す
物
質
利
益
を
知
る
日
本
側
は
、
琉
球
の
明
へ

の
朝
貢
を
黙
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
琉
球
の
王
（
尚
氏
）
は
、
明
か

ら
冊
封
さ
れ
中
国
の
年
号
を
使
用
し
続
け
た
が
、
一
方
で
薩
摩
を
国

司
と
崇
め
日
本
の
年
号
も
使
用
し
た15

。
こ
の
あ
と
明
治
維
新
後
の
琉

球
処
分
に
よ
り
、
沖
縄
の
中
国
と
の
朝
貢
関
係
は
消
滅
す
る
。
独
立

主
権
国
家
の
論
理
に
よ
る
日
本
側
か
ら
の
外
交
政
策
の
刷
新
で
あ
っ

た16

。
ち
な
み
に
江
戸
時
代
の
日
本
は
、
長
崎
の
出
島
を
通
じ
て
中
国

と
交
易
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
朝
貢
貿
易
で
は
な
い
自
由
貿
易
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
国
々
は
中
国
か
ら
互
市
国
と
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
。

洪
武
帝
が
死
去
し
た
あ
と
皇
帝
に
即
位
し
た
永
楽
帝
は
、
洪
武
帝

の
路
線
を
拡
大
的
に
踏
襲
し
、
万
里
の
長
城
の
大
規
模
な
修
復
を
開

始
し
て
北
方
の
元
の
勢
力
に
対
抗
す
る
一
方
、
現
在
の
一
帯
政
策
よ

ろ
し
く
中
国
西
北
部
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
中
央
部
に
使
節
団
を
派

遣
し
た
。同
時
に
一
路
政
策
よ
ろ
し
く
鄭
和
に
大
艦
隊
を
指
揮
さ
せ
、

イ
ン
ド
洋
か
ら
ア
フ
リ
カ
東
岸
の
諸
国
を
何
度
も
訪
問
さ
せ
明
王
朝

へ
の
朝
貢
を
募
っ
て
い
た17

。
こ
の
間
の
経
緯
を
見
て
い
る
と
、
一
帯

一
路
に
関
す
る
各
国
と
中
国
の
覚
書
が
、
明
代
に
各
国
が
差
し
出
し

た
朝
貢
受
諾
書
と
二
重
写
し
に
な
る
。

習
近
平
の
「
中
国
の
夢
」
は
白
昼
夢
で
は
な
く
、
習
近
平
は
明
朝

が
推
進
し
た
朝
貢
体
制
の
確
立
を
念
頭
に
お
き
国
際
関
係
の
再
構
築

を
目
指
し
て
い
る
。
独
立
主
権
国
家
の
原
則
な
ど
は
慮
外
の
こ
と
で

あ
り
、
資
本
主
義
の
ル
ー
ル
と
も
無
縁
で
あ
る
。
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２
結
局
の
と
こ
ろ
永
楽
帝
の
夢
は
空
し
く
潰
え
、
二
世
紀
後
に
明
朝

は
国
内
で
の
農
民
反
乱
の
挙
句
に
満
洲
人
の
清
に
滅
ぼ
さ
れ
る
。
そ

し
て
三
世
紀
近
い
異
民
族
支
配
の
あ
と
、
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命

に
よ
り
漢
族
は
再
び
覇
権
を
確
立
し
、
そ
の
挙
句
に
出
現
し
た
の
が

中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
「
社
会
主
義
の
衣
を
着
た
封
建
王
朝
」
で

あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
が
習
近
平
政
権
で
あ
る
。

一
帯
一
路
は
習
近
平
政
権
の
積
極
外
交
策
で
あ
り
、
漢
族
王
朝
の

明
の
遺
産
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
一
方
、
最
大
の
国
内
問
題
で
あ

る
チ
ベ
ッ
ト
、
モ
ン
ゴ
ル
、
新
疆
ウ
イ
グ
ル
を
め
ぐ
る
民
族
問
題
は
、

異
民
族
王
朝
の
清
朝
が
残
し
た
負
の
遺
産
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
歴

史
背
景
が
存
在
す
る
の
か
。

満
洲
人
で
あ
っ
た
清
朝
の
皇
帝
は
、
漢
族
に
対
し
て
伝
統
的
皇
帝

と
し
て
君
臨
し
た
が
、
モ
ン
ゴ
ル
人
や
チ
ベ
ッ
ト
人
に
対
し
て
は
、

ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
以
来
の
遊
牧
民
族
の
大
ハ
ー
ン
と
し
て
臨
み
（
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
の
子
孫
か
ら
正
統
の
証
と
し
て
印
綬
を
引
き
継
い
で
い

た
）、
支
配
・
被
支
配
の
関
係
で
は
な
く
、
藩
部
の
名
の
下
で
の
同

盟
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
モ
ン
ゴ
ル
人
も
チ
ベ
ッ
ト
人
も
民

族
固
有
の
法
に
基
づ
い
て
自
治
を
許
さ
れ
、
満
洲
人
、
モ
ン
ゴ
ル
人
、

チ
ベ
ッ
ト
人
は
共
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
あ
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
崇

め
る
人
々
で
あ
っ
た
。

一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
で
清
朝
が
崩
壊
し
、漢
族
の
大
統
領（
中

国
語
で
は
大
総
統
）
を
戴
く
中
華
民
国
が
出
現
す
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル

人
も
チ
ベ
ッ
ト
人
も
中
華
民
国
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
。
モ
ン
ゴ

ル
に
は
ボ
グ
ド
・
ハ
ン
政
権
が
、
チ
ベ
ッ
ト
に
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
政

権
が
成
立
し
、両
者
は
提
携
し
て
民
族
政
権
の
国
際
承
認
を
求
め
た
。

し
か
し
モ
ン
ゴ
ル
の
後
ろ
盾
で
あ
る
ロ
シ
ア
と
、
チ
ベ
ッ
ト
の
後
ろ

盾
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
国
と
中
華
民
国
と
の
紛
争
を
恐
れ
て
解

決
策
を
模
索
し
、
一
九
一
三
年
か
ら
一
九
一
五
年
に
か
け
て
開
か
れ

た
シ
ム
ラ
会
議
（
チ
ベ
ッ
ト
問
題
を
協
議
）
と
キ
ャ
フ
タ
会
議
（
モ

ン
ゴ
ル
問
題
を
協
議
）
に
よ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
の
民
族
政

権
は
中
華
民
国
の
宗
主
権
下
で
の
自
治
へ
と
後
退
し
た
。
し
か
し
こ

れ
以
後
も
、
モ
ン
ゴ
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
民
族
問
題
は
く
す
ぶ

り
続
け
る
。

中
華
民
国
の
初
代
大
総
統
と
な
っ
た
袁
世
凱
は
、
モ
ン
ゴ
ル
人
と

チ
ベ
ッ
ト
人
を
中
華
民
国
に
引
き
留
め
る
た
め
、
満
洲
皇
帝
で
あ
っ

た
溥
儀
を
象
徴
的
権
威
と
し
て
紫
禁
城
の
内
城
に
留
め
置
い
た
。
溥

儀
は
一
九
二
四
年
に
な
り
、
ソ
連
の
援
助
を
受
け
る
軍
閥
の
馮
玉
祥

に
紫
禁
城
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
同
じ
年
、
外
モ
ン
ゴ
ル
（
モ
ン
ゴ
ル

北
部
。
南
部
が
内
モ
ン
ゴ
ル
）
に
は
、
ソ
連
の
衛
星
国
家
モ
ン
ゴ
ル
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人
民
共
和
国
が
成
立
し
、
ソ
連
側
が
モ
ン
ゴ
ル
へ
の
溥
儀
の
影
響
力

を
排
除
し
よ
う
し
て
馮
玉
祥
を
動
か
し
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
つ
い
て
述
べ
る18

。新
疆
の
名
は
、

清
の
乾
隆
帝
が
一
七
五
五
年
に
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
連
合
し
、
ト
ル
キ
ス

タ
ン
（
中
国
西
北
部
に
接
す
る
ト
ル
コ
系
住
民
居
住
地
域
）
の
東
部

を
支
配
し
て
い
た
ジ
ュ
ン
ガ
ル
部
族
を
滅
ぼ
し
た
結
果
、
こ
の
地
域

を
新
疆
（
新
し
い
境
界
）
と
名
付
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
そ
し
て

清
朝
末
期
に
は
新
疆
省
が
置
か
れ
、
そ
の
ま
ま
中
華
民
国
に
引
き
継

が
れ
た
。
更
に
一
九
三
四
年
に
な
り
、
こ
の
地
を
支
配
し
た
軍
閥
の

盛
世
才
が
古
代
の
民
族
名
に
ち
な
む
ウ
イ
グ
ル
と
い
う
呼
称
を
取
り

入
れ
、
漢
字
表
記
を
「
維
吾
爾
（W

éiw
ú'ěr
）」
と
定
め
た
。
こ
の

あ
と
中
華
人
民
共
和
国
成
立
直
後
の
一
九
四
九
年
十
二
月
に
人
民
解

放
軍
が
新
疆
を
平
定
し
、
一
九
五
五
年
に
な
り
新
疆
維
吾
爾
自
治
区

が
設
置
さ
れ
た
。

新
疆
維
吾
爾
自
治
区
に
は
、
成
立
当
初
か
ら
辺
境
防
衛
と
開
墾
を

に
な
う
漢
族
の
移
住
者
が
急
増
し
（
二
〇
〇
〇
年
段
階
で
人
口
の

四
一
％
を
占
め
た
）、
回
教
徒
の
ウ
イ
グ
ル
族
の
文
化
や
宗
教
が
抑

圧
さ
れ
両
者
の
対
立
が
激
化
し
た
。
そ
し
て
ソ
連
崩
壊
（
一
九
九
一

年
）
後
に
は
、
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
ソ
連
か
ら
の
独
立
に
刺
激
さ
れ

た
ウ
イ
グ
ル
族
の
独
立
運
動
が
活
発
化
し
、
こ
れ
に
対
す
る
中
国
共

産
党
の
す
さ
ま
じ
い
弾
圧
が
人
権
問
題
と
し
て
世
界
中
に
報
道
さ

れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
に
は
、
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
に
世
界
ウ
イ
グ
ル
会
議
が
組
織
さ
れ
、
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
の
ワ

シ
ン
ト
ン
に
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
亡
命
政
府
が
組
織
さ
れ
た
。

前
者
は
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
高
度
な
自
治
権
確
立
を
目
指
す
が
、
後
者

は
完
全
な
独
立
を
求
め
て
い
る
。

以
上
、
長
き
に
わ
た
る
中
国
史
の
変
動
を
背
景
に
し
な
が
ら
一
帯

一
路
政
策
の
実
態
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
習
近
平
政

権
の
行
動
原
理
を
探
っ
て
き
た
。
筆
者
は
、
習
近
平
政
権
の
侵
略
行

為
は
、
漢
族
が
持
つ
被
侵
略
の
ト
ラ
ウ
マ
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と

考
え
る
。〈
国
家
の
強
化
と
防
御
の
た
め
に
は
外
に
向
か
う
攻
め
の

姿
勢
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
内
に
向
か
い
周
辺
と
の
共
存
を
図
る
姿

勢
は
国
家
の
防
御
を
弱
め
侵
略
を
招
く
〉
の
で
あ
る
。

し
か
し
漢
族
の
ト
ラ
ウ
マ
へ
の
理
解
と
、
漢
族
の
侵
略
行
為
の
容

認
と
は
全
く
別
物
で
あ
る
。
我
々
は
志
を
同
じ
く
す
る
世
界
の
国
々

と
共
同
し
、
独
立
主
権
国
家
の
行
動
様
式
を
掲
げ
て
習
近
平
政
権
の

横
暴
を
抑
え
込
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
経
済
的
牽
制
・
軍
事
的
包
囲
網
・

民
主
化
を
促
進
す
る
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
発
揚
が
肝
要
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
役
割
の
一
端
を
担
う
べ
き
日
本
に
と
り
、
喫
緊
の
課
題

が
憲
法
改
正
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
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後
書
き

習
近
平
政
権
の
行
動
原
理
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
中
国
の
政
治

史
だ
け
で
な
く
、
政
治
史
と
深
く
か
か
わ
る
社
会
経
済
史
や
思
想
史

に
も
目
配
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。筆
者
は
こ
の
課
題
に
対
し
て
、

す
で
に
い
く
つ
か
の
論
考
を
発
表
し
た
。
拙
著
『
中
国
の
正
体

―

社
会
主
義
の
衣
を
脱
い
だ
封
建
王
朝
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
、
二
〇
一
五

年
）
や
、
拙
稿
「
中
国
人
の
異
常
な
精
神
構
造
」（
月
刊H
anada

、

二
〇
一
六
年
十
一
月
）
等
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

〈
彼
を
知
り
己
を
知
れ
ば
百
戦
殆
か
ら
ず
〉
を
肝
に
銘
じ
、
習
近
平

政
権
に
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注1　

毛
沢
東
は
、
一
九
六
一
年
に
中
華
人
民
共
和
国
を
訪
問
し
た
日
本
社
会
党

国
会
議
員
団
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。「
日
本
の
軍
閥
は
か
つ
て

中
国
の
半
分
以
上
を
占
領
し
て
い
ま
し
た
。
…
…
日
本
の
『
皇
軍
』
が
大
半

の
中
国
を
占
領
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
中
国
人
民
に
と
っ
て
は
他
に
出
路
が

な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
自
覚
し
て
武
装
し
始
め
た
の
で
す
。
多
く

の
抗
日
根
拠
地
を
作
っ
て
、
そ
の
後
の
解
放
戦
争
（
国
共
内
戦
―
北
村
）
に

勝
利
す
る
た
め
の
条
件
を
つ
く
り
だ
し
ま
し
た
。
日
本
の
独
占
資
本
や
軍
閥

は
、〈
良
い
事
〉
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
も
し
感
謝
す
る
必
要
が
あ
る
な
ら

ば
、
私
は
む
し
ろ
日
本
の
軍
閥
に
感
謝
し
た
い
の
で
す
」（
外
務
省
ア
ジ
ア
局

中
国
課
監
修
『
日
中
関
係
基
本
資
料
集
１
９
４
９
―
―
１
９
６
９
』、霞
山
会
、

一
九
七
〇
年
、
資
料
七
十
、〈
毛
沢
東
主
席
の
黒
田
寿
夫
社
会
党
議
員
等
に
対

す
る
談
話
・
一
九
六
一
年
一
月
二
四
日
）

2　

一
九
五
〇
年
六
月
公
布
の
「
中
華
人
民
共
和
国
土
地
改
革
法
」
は
、
冒
頭

の
第
一
条
で
「
地
主
階
級
の
封
建
搾
取
の
土
地
所
有
制
度
を
排
除
し
、
農
民

の
土
地
所
有
制
度
を
実
行
し
、
こ
れ
に
よ
り
農
村
の 

生
産
力
を
解
放
し
農
業

生
産
を
発
展
さ
せ
、新
中
国
の
工
業
化
の
為
に
道
を
開
く
」と
宣
言
し
て
い
る
。

　
　

し
か
し
「
生
産
手
段
の
改
良
」
に
関
す
る
条
文
は
、
全
く
見
当
た
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、「
生
産
手
段
の
改
良
↓
生
産
力
の
向
上
↓
生
産
関
係
の
変
化
」
が

マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
ロ
ハ
で
あ
る
。 

3　

李
銀
河
、
林
春
は
女
性
。
李
銀
河
は
一
九
五
二
年
生
ま
れ
。
八
〇
年
代
に

ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
で
社
会
学
博
士
号
を
取
得
。
林
春

の
経
歴
は
不
明
。
王
小
強
は
、
農
村
発
展
問
題
研
究
組
副
組
長
や
経
済
体
制

改
革
研
究
所
副
所
長
を
務
め
た
が
、
一
九
八
九
年
の
天
安
門
事
件
で
香
港
に

居
を
移
し
経
済
学
者
と
し
て
活
動
中
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
政
治
経
済
学

の
博
士
号
を
取
得
。 

4　

中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
職
場
は
全
て
「
単
位
」
と
呼
ば
れ
、
人
々
の

自
由
な
移
動
は
不
可
能
と
な
り
生
活
の
全
て
が
国
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
。

「
単
位
」
制
度
は
、
共
産
党
の
農
村
ソ
ビ
エ
ト
時
代
に
起
源
が
あ
り
、
本
来
は

自
給
自
足
制
度
で
あ
っ
た
。 

5　

天
安
門
事
件
前
年
の
一
九
八
八
年
九
月
に
、
筆
者
は
老
先
生
た
ち
の
驥
尾

に
付
し
て
北
京
の
中
国
共
産
党
中
央
党
史
研
究
室
と
中
国
共
産
党
中
央
文
献

研
究
室
を
訪
問
し
、
中
国
側
と
の
座
談
会
に
出
席
し
た
。「
中
国
も
変
わ
っ
た

な
、
こ
ん
な
に
変
わ
る
の
か
」
と
思
わ
せ
た
当
時
の
自
由
な
雰
囲
気
は
、
今

も
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
る
。 
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6　
「
知
っ
て
お
こ
う
中
国
の
土
地
使
用
権
」
八
頁
（
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
報
告
書
、

二
〇
〇
八
年
四
月 https://w

w
w
.jetro.go.jp/ext_im

ages/jfile/report/ 
05001564/05001564_001_BU

P_0.pdf

） 

7　
「
中
国
網
」
日
本
語
版 2019-09-12 

に
よ
れ
ば
（
二
〇
二
〇
年
七
月
六
日

閲
覧
）、
中
国
の
経
済
総
量
は
一
九
八
九
年
の
一
兆
元
を
境
に
、
十
年
後
の

二
〇
〇
〇
年
に
は
十
倍
の
十
兆
元
を
突
破
し
た
。

8　

農
地
は
村
落
の
共
有
（
共
同
所
有
）
で
あ
り
、
農
民
は
農
地
の
耕
作
権
を

有
す
る
が
所
有
権
は
無
い
。農
地
は
地
方
政
府
の
一
存
で
市
街
地（
国
家
所
有
）

に
転
換
で
き
、
農
民
は
農
業
所
得
の
二
、三
年 

分
の
補
償
金
と
引
き
換
え
に

農
地
を
没
収
さ
れ
る
。 

9　
『
孫
子
』〈
用
間
篇
〉
に
は
、〈
二
重
ス
パ
イ
を
使
い
敵
の
情
報
を
正
確
に
取

得
す
る
こ
と
が
、
必
勝
の
秘
訣
で
あ
る
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
（
金
谷
治
訳
注

『
孫
子
』、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）。
ち
な
み
に
『
孫
子
』
は
二
千
年
前
の

書
物
で
あ
る
。 

『
孫
子
』
以
来
の
中
国
の
高
度
な
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
（
諜

報
活
動
）
の
伝
統
を
論
じ
た
論
考
に
、北
村
稔
「〈
南
京
大
虐
殺
〉
に
見
る
『
歴

史
力
』
偽
造
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
」
が
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
末 
尾
を
、「
イ

ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
は
、
外
交
、
戦
争
、
歴
史
研
究
を
含
め
て
、
国
家
の
活
動

の
死
命
を
制
す
る 

重
大
事
で
あ
る
」
と
結
ん
で
い
る
（
櫻
井
よ
し
こ
・
北
村

稔
編
『
中
国
は
な
ぜ
「
軍
拡
」、「
膨
張
」、「
恫
喝
」
を
や
め
な
い
の
か
』、
文

藝
春
秋
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
） 

10　

二
〇
一
〇
年
に
は
、
人
民
解
放
軍
国
防
大
学
教
授
の
劉
明
福
が
『
中
国

夢
』
と
題
す
る
書
籍
を
出
版
し
、
中
国
が
世
界
第
一
の
強
国
に
な
る
た
め
の

手
段
や
戦
略
を
描
い
て
い
た
（「
中
国
の
夢
」、 https://ja.w

ikipedia.org/
w
iki/%

E4%
B8%

A
D
%
E5%

9B%
BD

%
E3%

81%
A
E%

E5%
A
4%

A
2

、 

二
〇
二
〇
年
七
月
六
日
閲
覧
） 

11　
「
一
帯
一
路
」

 
https://ja.w

ikipedia.org/w
iki/%

E4%
B8%

80%
E5%

B8%
A
F%

E4%
B8

%
80%

E8%
B7%

A
F 

、
二
〇
二
〇
年
七
月
六
日
閲
覧
）

12　

T
he libety w

eb : 

澁
谷
司
―
―
中
国
包
囲
網
の
現
在
地

 
(https://the-liberty.com

/article.php?item
_id=17234

、
二
〇
二
〇
年
七

月
六
日
閲
覧
）

13　

多
く
の
研
究
書
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
浜
下
武
志
『
朝
貢
シ
ス
テ
ム
と

近
代
ア
ジ
ア
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
を
主
要
参
考
文
献
と
し
た
。 

14　

黄
河
と
揚
子
江
の
間
を
西
か
ら
東
に
流
れ
る
中
国
第
三
の
大
河
。
地
理
的

に
も
気
候
的
に
も
、 

華
北
（
黄
河
流
域
）
と
江
南
（
揚
子
江
流
域
）
の
境
界

線
を
な
す
。

15　

中
国
と
朝
貢
国
と
の
多
様
な
関
係
は
、
国
基
研
論
叢
①
『
対
中
国
戦
略
研

究
報
告
書
―
―
軍
拡
・ 

膨
張
の
歴
史
と
現
状
』（
二
〇
一
一
年
）
所
収
の
金
谷

譲
論
文
を
参
照
。

16　

一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
に
琉
球
藩
が
設
置
さ
れ
、
七
九
年
に
は
沖
縄

県
が
設
置
さ
れ
た
。 

尚
氏
は
華
族
と
な
り
侯
爵
に
列
し
、東
京
に
移
住
し
た
。 

17　

宮
崎
正
勝
『
鄭
和
の
南
海
大
遠
征
―
―
永
楽
帝
の
世
界
秩
序
再
編
』・
第
四

章
（
中
公
新
書
、
一
九
九
七
年
）

18　
「
ウ
ィ
グ
ル
」

 
（https://ja.w

ikipedia.org/w
iki/%

E3%
82%

A
6%

E3%
82%

A
4%

E3%
82

%
B0%

E3%
83%

A
B

、
二
〇
二
〇
年
七
月
六
日
閲
覧
）


